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１【提出理由】

当会社は、2013年６月12日、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府

令第19条第２項第７号の規定に基づき、当会社と三菱重工業株式会社（以下、「三菱重工」といいま

す。）の火力発電システムを主体とする事業（以下、「統合対象事業」といいます。）の統合（以下、

「本事業統合」といいます。）に関する統合基本契約書及び合弁契約書（以下、「本統合契約書」とい

います。）の締結について臨時報告書を提出しました。

本統合契約書に基づき、2013年７月31日、当会社及び三菱重工は、本事業統合のために三菱重工が設

立した新会社（以下、「統合会社」といいます。）との間で、会社分割（以下、「本会社分割」といいま

す。）により統合対象事業を統合会社に承継させるための吸収分割契約書（以下、「本吸収分割契約書

」といいます。）をそれぞれ締結しました。当会社は、本吸収分割契約書の締結に伴い、上記臨時報告書

において未定としていた内容等について開示するため、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基

づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

２　報告内容

(2) 本事業統合の日程

(3) 本事業統合の方法、割当ての内容その他本事業統合の内容

ロ　その他本事業統合の内容等

(5) 本事業統合の相手会社の概要

ロ　統合会社

(6) 本事業統合の後の統合会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総

資産の額及び事業の内容

 

３【訂正内容】

訂正箇所は、下線を付して表示しております。

 

　  （訂正前）

(2) 本事業統合の日程

2013年６月11日        本統合契約書締結

2013年７月末(予定)    吸収分割契約締結

2014年１月１日(予定)  効力発生日

本事業統合は、当会社及び三菱重工の両社において会社法第784条第３項の規定に基づく簡易

吸収分割の手続きその他の方法により、株主総会における承認を得ずに行う見込みです。

 

(3) 本事業統合の方法、割当ての内容その他本事業統合の内容

ロ　その他本事業統合の内容等

①   統合対象事業の範囲

・   火力発電システム事業（ガスタービン、蒸気タービン、石炭ガス化発電設備、ボイ

ラー、発電機等）

・   地熱発電システム事業

・   環境装置事業

・   燃料電池事業

・   その他付随する事業

これらの事業に関連する子会社及び関連会社も本事業統合の範囲に含まれる予定
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です。

②   統合会社が承継する権利義務

本会社分割により、統合会社は、当会社及び三菱重工から統合対象事業に関する資産

・債務その他の権利義務並びに契約上の地位を承継します。これらの事業に関連する子

会社及び関連会社も本事業統合の範囲に含まれる予定です。なお、承継対象資産・負債

・契約の範囲等、本事業統合にかかる詳細については、2013年７月末を目処に締結され

る予定の吸収分割契約において規定される見込みです。

③   債務履行の見込み

本会社分割において、当会社、三菱重工及び統合会社の負担すべき債務につきまして

は、履行の見込みがあるものと判断しております。

 

(5) 本事業統合の相手会社の概要

ロ　統合会社

統合会社への出資比率は、当会社が35％、三菱重工が65％となります。

その他の本事業統合後の統合会社の詳細については、2013年７月末を目処に締結される予定

の吸収分割契約において規定される見込みです。

 

　  （訂正後）

(2) 本事業統合の日程

2013年６月11日        本統合契約書締結

2013年７月31日        本吸収分割契約書締結

2014年１月１日(予定)  効力発生日

本会社分割は、当会社及び三菱重工の両社において会社法第784条第３項の規定に基づく簡易

吸収分割の手続きにより、株主総会における承認を得ずに行う見込みです。

 

 (3) 本事業統合の方法、割当ての内容その他本事業統合の内容

ロ　その他本事業統合の内容等

①   統合対象事業の範囲

・   火力発電システム事業（ガスタービン、蒸気タービン、石炭ガス化発電設備、ボイ

ラー、火力制御装置、発電機等）

・   地熱発電システム事業

・   環境装置事業

・   燃料電池事業

・   売電事業（ただし、三菱重工の高砂製作所におけるガスタービン複合サイクル発電

プラント実証設備に係る売電行為に限る）

・   その他付随する事業

これらの事業に関連する一定の子会社及び関連会社も本事業統合の範囲に含まれ

ます。

②   統合会社が承継する権利義務

本会社分割により、統合会社は、当会社及び三菱重工から統合対象事業に関する資産

・負債その他の権利義務並びに契約上の地位を、それぞれ本吸収分割契約書に定める範

囲において承継します。統合対象事業に関して保有する一定の子会社及び関連会社の株

式及び持分も本事業統合の範囲に含まれます。

③   債務履行の見込み

本会社分割において、当会社、三菱重工及び統合会社の負担すべき債務につきまして
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は、履行の見込みがあるものと判断しております。

④　本会社分割により増加する資本金

本会社分割により増加する統合会社の資本金は99,960百万円です。なお、本会社分割

による当会社及び三菱重工の資本金の増減はありません。

⑤　分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

　当会社は新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。

 

(5) 本事業統合の相手会社の概要

ロ　統合会社

①　商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

(2013年６月17日現在

)

商号 MHパワーシステムズ株式会社

本店の所在地 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目３番１号

代表者の氏名 代表取締役  鈴木 展雄

資本金の額 40百万円

純資産の額 40百万円

総資産の額 40百万円

事業の内容 タービン、ボイラ、その他原動機、発電機並びに電気設備、制御装

置、環境装置などの設計・製造・販売・据付・エンジニアリン

グ

 

②　最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

統合会社は、2013年６月17日に設立された会社であり、設立後、事業年度が終了してい

ません。

 

③　大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

(2013年７月31日現在

)

氏名又は名称
発行済株式の総数に占める

大株主の持株数の割合(％)

三菱重工業株式会社 100％

 

④　当会社との間の資本関係、人的関係、取引関係

資本関係 資本関係はありません。

人的関係 人的関係はありません。

取引関係 取引関係はありません。

 

(6) 本事業統合の後の統合会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産

の額及び事業の内容

商号 MHパワーシステムズ株式会社

（ただし、本事業統合に合わせて商号を変更の予定）

本店の所在地 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目３番１号

代表者の氏名 取締役会長(非常勤)は当会社が、取締役社長は三菱重工がそれ

ぞれ指名します。

資本金の額 1,000億円
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純資産の額 現時点では確定していません。

総資産の額 現時点では確定していません。

事業の内容 上記(3)ロ①の統合対象事業

 

以　上
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